
高島市文化協会規約 

 

（名称および事務所） 

第１条 この協会は、高島市文化協会（以下「本会」という。）と称し、事務所を高島市教育委員会事務

局社会教育課内に置く。 

（目的） 

第２条 本会は、高島市の文化団体（以下「クラブ」という。）の相互の交流と連携を深めながら、文

化活動の推進力となって、市民文化の向上を図ることを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）地域文化の振興に関すること。 

（２）団体相互および他団体との交流に関すること。 

（３）文化・芸術の発表に関すること。 

（４）文化情報の調査・研究および広報活動に関すること。 

（５）他の機関の事業の協賛ならびに後援に関すること。 

（６）その他、本会の目的達成に必要なこと。 

（組織） 

第４条 本会は、第２条の目的に賛同する高島市内のクラブをもって組織する。 

２ 本会に、次の支部を置く。 

（１）マキノ支部 

（２）今津支部 

（３）朽木支部 

（４）安曇川支部 

（５）高島支部 

（６）新旭支部 

３ 本会に、次の部門を置く。 

（１）美術部門 

（２）音楽部門 

（３）伝統音楽部門 

（４）芸能部門 

（５）教養部門 

（６）生活文化部門 

（入会および退会） 

第５条 本会の会員は、第２条の目的に賛同して入会したクラブとする。 

２ 本会へ入会しようとするクラブは、入会申込書（様式第１号）を会長に提出し、理事会の承認を得

なければならない。 



３ 本会を退会しようとするクラブは、退会届（様式第２号）を会長に提出し、理事会の承認を得なけ

ればならない。 

４ 会員のうち、前項に規定する届出が無い場合において、２年以上会費の納入が無いときは、退会し

たものとみなす。 

 （会費） 

第６条 会費は、各クラブの構成員一人につき、年額５００円とする。 

２ 各クラブは、前項に定める額を構成員から徴収し、会長が指定する日までに納入しなければならな

い。 

３ 年の途中において、クラブの構成員になった者の会費は、第１項に定める額とし、納入された会費 

は返還しない。 

（役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

（１）会 長    １名 

（２）副会長    ２名 

（３）常務理事   １名 

（４）理 事   １２名 

（５）評議員   ２４名 

（６）監 事    ２名 

２ 前項第３号の役員は、事務局長をもってこれに充てる。 

３ 第１項の役員のほか、必要に応じて顧問を置くことができる。 

４ 顧問は、理事会および評議員会（以下「総会」という。）に出席し、意見を述べることができる。 

（役員の選出） 

第８条 本会の役員は、次により選出する。 

（１）会長および副会長は、理事の中から総会において選出する。 

（２）理事は、各支部および各部門からそれぞれ１名ずつを選出し、各支部から選出された理事は支部

長を、各部門から選出された理事は部門長をそれぞれ兼ねるものとする。 

（３）評議員は、各支部および各部門からそれぞれ２名ずつを選出する。 

（４）監事は、評議員の互選による。 

（役員の任務） 

第９条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。 

（１）会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は職務を代行する。 

（３）常務理事は、本会の日常の業務を掌理する。 

（４）理事は、事業を企画し、会務を執行する。 

（５）評議員は、本会の会務に関する必要事項を審議し、会長に対し必要と認める事項について具申す

る。 

（６）監事は、本会の事業および会計を監査し、総会に報告する。 



（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された役員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（本会の会議） 

第１１条 本会の会議は、総会、理事会、三役会、支部会ならびに部門会とする。 

２ 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否 

同数の場合は、議長の決するところによる。 

３ 書面をもって他の出席者に委任したものは、出席者とみなす。 

（総会） 

第１２条 総会は、次の事項について審議決定する。 

（１）事業計画および予算・決算に関すること。 

（２）役員の選出に関すること。 

（３）規約の改正に関すること。 

（４）その他会長が特に必要と認めた事項 

２ 会長は、必要に応じて会議を招集し、その議長は、評議員の互選により選出するものとする。 

（理事会） 

第１３条 理事会は、第７条に定める会長、副会長、常務理事および理事で構成し、次の事項について 

審議する。 

（１）総会提出議案に関すること。 

（２）会務の執行に関すること。 

２ 会長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。  

（三役会） 

第１４条 三役会は、第７条に定める会長、副会長および常務理事で構成し、次の事項について審議す 

る。 

（１）理事会提出案件に関すること。 

（２）会務の執行に関すること。 

２ 会長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 

（支部会） 

第１５条 支部会は、第４条に定める各支部に所属するクラブの代表者から選出された第２項に定める

役員で構成し、支部毎に行う。 

２ 支部会に次の役員を置く。 

（１）支部長   １名 

（２）副支部長  ２名 

３ 支部長は、上記のほか、必要に応じて、支部委員を置くことができる。 

４ 支部長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 

５ 支部会は、次の事項を協議する。 

（１）理事（支部長）および評議員の選出 



（２）本会の活動に必要な事項 

（３）地域サポーターを置くことの可否 

（部門会） 

第１６条 部門会は、第４条に定める各部門に所属するクラブの代表者から選出された第２項に定める

役員で構成し、部門毎に行う。 

２ 部門会に次の役員を置く。 

（１）部門長   １名 

（２）副部門長  ２名 

３ 部門長は、上記のほか、必要に応じて、部門委員を置くことができる。 

４ 部門長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。 

５ 部門会は、次の事項を協議する。 

（１）理事（部門長）および評議員の選出 

（２）本会の活動に必要な事項 

 （事務局） 

第１７条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長および事務局員をそれぞれ１名置き、会長がこれを任免する。 

３ 事務局に関する規程は、会長が理事会に諮って別に定める。 

（専門委員会） 

第１８条 本会に、必要に応じて専門委員会を設けることができる。 

２ 専門委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（会計） 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。   

２ 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 

（委任） 

第２０条 この規約に定めるもののほか、必要事項は理事会に諮って会長が別に定める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成２５年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規約の施行の日の前日までに、廃止前の高島市文化協会規約の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、この規約による改正後の高島市文化協会規約の相当規定によりなされたものとみな

す。 


